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「不動産市場の健全化計画」及び不動産取引市場にお

ける過度な投機的売買の問題を受けて、財政部は所得

税法の一部条文改正草案 (以下、改正建物・土地（房

地）合一税)を作成し、4月9日に立法院で可決されまし

た。2021年7月1日から施行され、2016年以降に取得し

た建物・土地から適用されます。

今回の改正のポイントは、高税率が適用される短期不

動産取引の保有期間の延長、国内営利事業者に対す

る個人同様の保有期間に応じた各税率での課税（分離

課税合算申告）、並びに青田買建物（その土地を含む）

及び取引価値の50％以上が建物・土地によって構成さ

れている未上場株式又は出資金の取引に対するみな

し課税です。

個人に対する課税

台湾居住個人：保有期間1年超2年以内の取引の税率が

35％から45％に、2年超過5年以内の取引の税率が20％か

ら35％に変更。

台湾非居住者個人：保有期間1年超2年以内の取引の

場合の税率が35％から45％に変更。

営利事業者に対する課税

台湾国内の営利事業者：保有期間5年以内の取引に対し

て台湾居住者個人と同様の税率課税。すなわち保有期間

2年以内の取引の税率は45％、 2年超過5年以内の取引の

税率は35％、5年超過の取引は営利事業所得額と合算し

税率20％で課税されます。

台湾国外の営利事業者：保有期間1年超2年以内の取

引の場合の税率が35％から45％に変更。

建物・土地取引による損失

改正建物・土地（房地）合一税が適用される建物・土地

取引所得は、一般の営利所得とは分離して課税されま

す。当年度の建物・土地取引の損失は、①まず当年度

立法院にて建物・土地（房地）合一課税に関する
「所得税法」の一部条文改正案が可決
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に同じ税率が適用される建物・土地の取引所得から控

除し、②控除後に損失残高がある場合は当年度に異な

る税率が適用されるの建物・土地取引所得から控除

し、③控除後になお損失残高がある場合は、取引年度

の翌年から10年以内の建物・土地取引所得から控除す

ることができます。

建物・土地（房地）合一課税の範囲の追加

‒ 青田買建物及びその土地の売買取引

‒ 営利事業者の過半数の株式（又は出資金）を保有す

る場合の当該株式(又は出資金)の譲渡で、且つ当

該株式（又は出資金）の価値の50％以上が台湾国

内の建物・土地によって構成されている場合。但し

取引する株式が台湾証券取引所、Taipei Exchange

及びエマージング・マーケット上場会社の株式である

場合、適用されない。

現状、建設完工前の青田買建物又は予約票（通称、紅

単）の売買は、不動産の「移転権利」の売買に属し、建

物・土地（房地）合一税の課税範囲ではありません。し

たがって、個人は実際の売買価格に基づいて財産取引

所得を計算し、規定に基づいて所得税申告を行う必要

がありました。今後は建物・土地（房地）合一税の範囲

とされるため、取引日の翌日から30日以内の申告納税

が必要になります。

土地増値税と建物・土地（房地）合一税の税率差を利用

した租税回避防止

土地増値税は土地の価格上昇の倍率の合計に応じて

一般税率が20％、30％、40％に分かれ、自己居住用住

宅の優遇税率は10％となっており、改正建物・土地（房

地）合一税の税率より低くなっています。また、土地増

値税では現在価値の移転申告の際、①公告される土

地現在価値：政府機関による公告、②当事者双方が合

意の価格、のいずれかを選択して申告することができま

す。土地増値税と建物・土地（房地）合一所得税の税率

の違いを利用した所得税の納付義務の回避を防止する

ため、今回の法改正により、建物・土地（房地）合一所

得の計算において控除できる土地値上総額を、取引当

年度に公告される土地現在価値から前回の移転現在

価値に基づき計算した土地値上総額を差し引いた額を

限度とし、超過分が控除できなくなります。但し、土地取

引所得額から控除できない土地値上総額から算出され

た土地増値税は、費用計上することが可能です。

費用の証明書類を提示しない場合の推計費用

‒ 個人が証明書類を提示しない場合の推計費用率が

5％から3％に低減され、新たに上限金額がNT$30万

に設定されました。実際の支払費用が当該金額を超

過する場合、関連証明書類を自主的に提出すれ

ば、事実調査の上で認定されます。

‒ 営利事業者が建物・土地取引所得額の関連帳簿や

書類を提示しない場合、税務当局は調査により入手

した資料に基づき査定する。調査によっても原価又

は費用の資料が入手できない場合、個人の建物・土

地取引所得の規定を参照し、当初の取得時の建物

現在価値評価及び土地現在価値の公告に基づき、

政府が公布する消費者物価指数による調整後、そ

の原価を査定する。費用は取引成立価額の3％で計

算し、NT$30万を上限とする。

法改正の影響を受けない部分

‒ 20％の税率を維持するもの

1. 個人及び営利事業者が望まない要因による、保有

期間5年以下の建物・土地の取引。

2. 個人及び営利事業者が自身の有する土地に建設

業者と提携して建物を建設し、建物・土地の取得

後、保有期間5年以内に行う取引。

3. 建設業者が建物を建設し、完成後、最初に移転す

る建物・土地取引。

個人による青田買建物の売却取引の課税規定

現行 改正後

所得類別 財産取引所得に属する 建物・土地（房地）合一課税に算入

税率 個人所得税の税率5％-40％を適用
改正建物・土地（房地）合一税を適用し、保有期間に

応じて15％-45％の税率で課税される

保有年数の計算 計算不要 計算が必要

課税方式 個人所得税に算入し、翌年5月分として申告する 取引の翌日から30日以内に申告納税する
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4. 個人及び営利事業者が土地、適法建築物、他の権

利又は資金を提供して都市更新及び老朽化危険建

築物の再開発に参与した場合の、建物・土地の取

得後、最初に移転する保有期間5年以内の取引。

‒ 個人及び営利事業者による保有期間5年超過の建

物・土地の取引。

‒ 自己居住用に保有する建物・土地で、戸籍登録後満

6年以降の取引の税率10％を維持し、免税限度額を

NT$400万とする。

改正建物・土地（房地）合一税は2021年7月1日より施行

され、2016年以降に取得した建物・土地の施行日以降

の譲渡に適用されます。そのため、実施日前には、改正

制度の税負担を避けるために投資家による建物の売却

が増え、住宅価格の低下につながると期待されていま

す。 また、今回の法改正に関して、よくある疑問を以下

にまとめました。

青田買建物と完成済建物の保有期間は別々に計算す

るのか、又は合算するのか？

今回の改正は、現在の青田買建物市場や予約票（紅

単）への投機の過熱を緩和することを目的としているた

め、青田買建物取引は改正建物・土地（房地）合一税の

課税範囲に含まれます。しかし、個人が青田買建物を

購入した後、当該建物が完成した際に当初の青田買建

物の保有期間は、完成後の建物保有期間に含めること

ができるのでしょうか？それとも別々に計算すべきでしょ

うか？今回の改正では規定されていないため、 《建物・

土地（房地）合一所得税課徴申告作業要点》等、関連す

る細則の追加制定により明確化されることが期待されま

す。

営利事業者の持分（又は出資額）の価値の50％以上が

台湾国内の建物・土地によって構成されている場合、そ

の建物・土地の価値の計算方法は？当該取引所得は

最低税額制度の適用が排除されるか？

今回の改正条文第4条の4の規定では、営利事業者の

過半数の株式（又は出資金）を保有する場合に当該株

式(又は出資金)を譲渡し、且つ当該株式(又は出資金)

の価値の50％以上が台湾国内の建物・土地によって
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構成されている場合、当該取引は建物・土地取引と見な

すとされています。但し、取引する株式が台湾証券取引

所、Taipei Exchange及びエマージング・マーケット上場

会社の株式である場合、適用されません。

建物・土地の価値の計算は、建物・土地（房地）合一課

税範囲に分類されるか否かに影響されます。また、建

物・土地の価値は、簿価、市場価値又はその他の評価

方法いずれに基づくのでしょうか？今回の改正では規

定されていないため、 《建物・土地（房地）合一所得税課

徴申告作業要点》第二十点の規定を参照すると、国外

会社の株式の取引の場合、当該国外会社の株式の価

値に対する台湾国内の建物・土地の価値の割合は、取

引時点における当該国外会社のすべての株式の現在

価値に対する台湾国内の建物・土地の現在価値の割合

により認定するという規定に基づき、取扱うことが出来

ると考えられます。

前述の株式取引所得の性質については、所得税法第4

条の4の立法理由により、建物・土地取引と見なして課

税すると明示され、基本税額条例第7条又は第12条の

規定に基づく課税の免除、即ち、最低税額制度が免除

されます。

売却取引日はどのように認定するか？

《建物・土地（房地）合一所得税課徴申告作業要点》第

三点によると、建物・土地取引日の認定は売却又は交

換する建物・土地の所有権の移転登記完了日を基準と

すると規定されています。よって原則として、建物・土地

を2016年以降に取得し、売却又は交換する際の所有権

の移転登記完成日が2021年7月1日以降となる場合、す

べて改正建物・土地（房地）合一税が適用されます。

2021年7月1日以降に建物・土地の所有権移転登記

が完了したものの、実際の取引日が2021年6月30日

以前であることを証明できる場合、現行の房地合一

を適用できるのでしょうか？《建物・土地（房地）合一

所得税課徴申告作業要点》等の関連細則で規制が

緩和されるまでは、所有権移転登記日を基準とする

必要があり、現行制度を適用することは出来ないと

考えられます。
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